
第 65 回 埼玉県空手道選手権大会 申し合わせ事項 

 
 
団体戦 
■形 試合 
（小・中学生） 
・1 チーム 3 名による同一形を同時に行い、点数方式により順位を決定する 
・点数方式の基準点は８.０点とする 

  形の種類は、平安形、鉄騎初段及び抜塞大、観空大、燕飛、慈恩、十手、半月、岩鶴（空手道型 
教本及び空手道型 DVD を適用する。ただし、鉄騎二段、鉄騎三段は除く） 

（一般の部）（男女混合可・高校生不可）  
  ・1 チーム 3 名による同一形を同時に行い、点数方式により順位を決定する 

（出場申込内選手交代も形の変更もできる） 
・点数方式の基準点は８.０点とする 

  ・形の種類は、師範会の制定する２５の形 
 
 ■組手 試合 
 （一般の部）（男子のみ・高校生不可） 
  ・１チーム３名による 

・試合時間は１試合２分間とする 
・原則として、初戦（シードされた団体は２回戦）は、所定の員数に達しないチームは出場資格を得ない 
（以降の試合で員数に達しないチームは、先鋒より順次行わなければならない。） 
※１回戦のみは勝敗が決しても大将戦まで実施する 

 
 
個人戦 
■形 試合 （男子・女子別 小・中全国大会に準ずる） 
（小学生） 
・１回戦からベスト８決定戦まで指定形（平安初段から鉄騎初段）による紅白トーナメント戦  
・順位決定戦は選定 7 形（観空大、慈恩、燕飛、抜塞大、岩鶴、半月、十手）による点数方式 
・点数方式の基準点は８.０とする 
・８位まで決定する（７位、８位等、必ず順位決定をする事） 

（中学生） 
・１回戦からベスト１６決定戦まで指定形（平安初段から鉄騎初段）による紅白トーナメント戦  
・準決勝（ベスト８決定戦）選定 4 形（観空大、慈恩、燕飛、抜塞大）による紅白トーナメント戦 
・順位決定戦は自由形による点数方式 
・点数方式の基準点は８.０点とする 
・８位まで決定する（７位、８位等、必ず順位決定をする事） 

   ※中学１年生女子（20 人）、中学３年生女子（12 人）の１回戦は指定形（平安初段から鉄騎初段）と 
する 

（一般・高校生） 
・１回戦からベスト１６決定戦まで指定形（平安弐段から鉄騎初段）による紅白トーナメント戦 
・準決勝（ベスト８決定戦）選定 4 形（観空大、慈恩、燕飛、抜塞大）による紅白トーナメント戦 

   ・順位決定戦・自由形による点数方式 
   ※エントリー１６人以下の場合、１回戦は指定形（平安弐段から鉄騎初段）とする 

・点数方式の基準点は８.０点とする 
 



 
 

■組手試合 （各種目別、男子・女子別） 
・トーナメント戦 

小学生～高校生は、3 位決定戦は実施せず、準決勝で優勝者に負けた者を 3 位扱いとする。 
小学生～高校生は、5～8 位順位決定戦を実施する。 
一般は、3～8 位順位決定戦は行わない（3 位 2 名 敢闘賞 4 名） 
 

①小学 3 年生の部 ②小学 4 年生の部 ③小学 5 年生の部 ④小学 6 年生の部 
   自由組手 1 本勝負（再試合は先取り勝負とする） 

※試合時間は、１回戦からベスト８決定戦までは 1 分３０秒とする。 
ベスト 8 から決勝戦までは 2 分間とする。 

⑤中学 1 年生の部 ⑥中学 2 年生の部 ⑦中学 3 年生の部 
自由組手：２分間 1 本勝負（再試合は先取り勝負とする） 

⑧高校生の部 
 自由組手：2 分間 1 本勝負（再試合は先取り勝負とする） 
⑨一般の部 
 自由組手：2 分間 1 本勝負（再試合は先取り勝負とする） 

※一般男子決勝戦のみ 5 分間 3 本勝負とする。 
 
「審判規約」 

第 24 条 反則 

３. 当該大会で、 団体戦及び個人戦で 2度反則負け・反則勝ちを宣告された者は、以後の組手試合に出場 

はできない。形試合には出場できる。 

反則者には 1回に 1本の赤テープ・反則勝者には 1回に 1本の青テープを上腕袖部に巻くことが義務 

付けられる。 

４．主審が反則を宣告した時、記録係は指定の記録用紙に記録し、審判長に提出する。 

 
 
 
《その他》 
 師範会決定事項の追記 

  ・第３章 組手試合 第 21 条 技の判定 ８項として 
【「技あり・一本」の宣告後、相手が明らかに加撃による負傷であると判断された場合は、宣告した 
「技あり・一本」を取り消すことができる。但し、当該選手が試合場内（コート内）にとどまって 
いる場合に限る。 
 併せて加撃した選手に「警告」「反則注意」「反則」を科すことができる。この場合、大会医師の 
判断を優先する。】 
 

  ・第３章 組手試合 第 20 条団体戦 ５項①に追記として 
   【尚、勝敗に敗者の技ありは反映されない。】 
 

・第 37 条減点及び反則 ⑦として 
   団体戦及び個人戦において、場外に出た場合は減点となる。この場合、一足長の範囲で場外に出た 

場合は、０.１の減点とする。それ以上出た場合は、０.２から０.３の減点とする。 
※今回の埼玉県大会における個人戦の紅白戦は対象としない 


